
 

○ 第三者に対する意見書提出の機会の付与等 

【法１３条関係】 

○ ［再掲］ 

答申５（行情）７６８ 

「特定の開示決定等に当た

り第三者に意見書提出の機

会を付与した決裁文書等の

一部開示決定に関する件」 

 

・ 第三者宛ての開示決定

の通知書の保有の有無に

ついて，処分庁が第三者

が開示に反対する部分の

全てが不開示であれば，

１３条３項における通知

は不要であるとの解釈の

下で，特定法人に対する

通知を行わなかったた

め，当該通知書は保有し

ていないとの説明に対し

て，処分庁がその責任に

おいて，法１３条３項の

通知が不要であると解釈

し，当該通知を行わなか

った旨の説明は不自然，

不合理であるとまではい

えず，当該通知書を保有

しているとは認められな

いとした例 
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